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１　いじめ問題

　いじめ防止に対しては児童生徒ばかりではなく
教師自身にも自覚が不足していることは、昨今の
問題である。2016年11月26日読売新聞に「原発い
じめ　根深い偏見」のタイトルで、横浜市に自主
避難した男子生徒が転校先の市立小学校でいじめ
を受けた問題が取り上げられた。冒頭に「「子ど
もが転入先の学校で『ばいきんまん』と言われた」
（40歳代・女性）「クラスの子に放射能を浴びて
いると言われ、つらい思いをした」（30歳代・女
性）」ことが取り上げられた。「浪江町民アンケー
トに書かれた避難先でのいじめや差別」には、「金
持ちだね」「賠償で買えば ?」などと言われた（30

歳代・男性）。「お金をもらっているのになぜ働く
のかと言われ、うつ病になった（40歳代・女性）。」
ことが取り上げられていた。
　新潟市では小学 ₄年の男子児童が、担任の40代
男性教諭から名前に「菌」をつけて呼ばれ、 ₁週
間以上学校を休んでいることが、保護者や学校
の取材でわかった。」という（朝日新聞DIGITAL　
2016/12/ 2  07時28分）。

２　いじめ防止の対策について

　ここでは、いじめ防止を呼び掛けるチラシにつ
いて述べる。
　各県や市では、いじめ防止基本方針や教育長か

　いじめ防止や情報モラルを守るための具体的な方法の一つとして、教室において「友だちを大切にする
宣言文（児童生徒の人権を尊重する宣言文）」を児童生徒と教師が協力して作成し、作成した宣言文を児
童生徒と教師が一緒に唱えることを、本稿で提案する。いじめ防止対策のための文言や禁止条例が制定さ
れ教職員はじめ児童生徒や保護者に対して周知し守るように指導や掲示がなされるが、こうした掲示活動
だけでは、その内容が十分に体得されるには至らないのが現状である。本稿では、いじめ防止や情報モラ
ルを守るための一つの方法として、「友だちを大切にする宣言文（児童生徒の人権を尊重する宣言文）」を、
教師と児童生徒が一緒に作成して暗唱することを提案している。
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らの呼びかけに続いて、児童生徒ばかりではなく、
保護者・住民の皆さんへの呼びかけがなされてい
る。前述の原発いじめの 2年前のことである。
　たとえば、横浜市教育委員会・横浜市 PTA連
絡協議会が平成24年11月29日付で、以下の通りの
「『いじめを絶対に許さない』!『いじめられてい
る子どもたちを最後まで守り抜く』!という姿勢
で、私たちはいじめの問題に取り組みます !!」の
案内を、児童生徒のみなさん、保護者・地域の皆
さんへと発信している（2016/11/28WEBより）。

【児童生徒の皆さんへ】では、○皆さん一人ひと
りが、かけがえのない大切な存在です。そして、
誰もが社会の宝です。○もし、あなたが誰かをい
じめているとしたら、今すぐにやめてください。
「いじめ」は人の心を傷つけ、時として生命にも
かかわる大変重大な問題です。○誰かがいじめら
れていたら、すぐにやめさせてください。一人で
行動をおこせなかったら、他の人に知らせてくだ
さい。その行いは、いじめられている人だけでは
なく、いじめている人も救うことになるのです。
○「いじめ」で悩んだり苦しんだりしていたら、
今すぐ、まわりの人に相談してください。誰にも
相談できずにいる人は「横浜市教育委員会　いじ
め110番　フリーダイヤル0120-671-388」に電話
してください。365日、24時間、相談できます。
※秘密は守ります。専門の相談員が、電話を受け
ます。

【保護者・地域の皆さんへ】現在の「いじめ」は、
従来とは大きく異なります。加害者だった子ども
が後に被害者になることや、その逆もまれではな
く、どの子どもにもその可能性があります。さら
に、メールやネットによる「いじめ」の発生など、
周囲からわかりにくくなっています。○「いじめ」
は絶対に許さないことを伝えてください。○いじ
められている子どもがいたら、最後まで守り抜く
という強い意志を示してください。○子どもが発
するサインに敏感に受け止めてください。また、
子どもたちが相談しやすいような関係づくりに努

めてください。○「いじめ」を目撃したら、やめ
させてください。そして周囲の大人と連携を図り、
解決をめざしてください。○お子様のことでお悩
みの方は、「いじめ110番」もしくは「「横浜市教
育委員会　一般電話相談671-3726（平日 ₉：00～
17：00）」に電話してください。

　各県市が同じようなよびかけ防止対策をしてい
る。このような努力は、なぜ実り少なかったので
あろうか。一つは、呼びかけチラシや文言は、ま
さに教師からの呼びかけであり、児童生徒の心に
響かない文言なのである。そして、もう一つは、
作成された文言のチラシ配布や掲示だけでは、児
童生徒そして菌呼ばわりする教師にも十分にその
機能を果たせないためであろう。
　また、いじめを許容する児童・生徒は、他者か
らの意図のあいまいな挑発行動があった場合に、
その相手に自分への敵意を認知する傾向（いわゆ
る、敵意帰属バイアス）があることも分かってい
る（Dodge, 2006）。この認知傾向のある個人では、
相手の意図が不明確であっても報復行動を選択す
る傾向があり、自分ならば報復としての攻撃行動
（例えば、いじめ）をうまく遂行できると考える
傾向がある（Crick & Dodge, 1994）。さらに、敵
意帰属バイアスとの関連が示唆される被害妄想的
観念と脳機能との関連も検討されており、被害妄
想的観念の強い個人では、自分の行為の適切さに
関する行為モニタリングを担う前部帯状回の機能
レベルが低下していることを示す中程度の相関が
認められている（大河原・阿久津・岩木・山本，
2016）。
　以上のことから、いじめを許容するような敵意
帰属バイアスを示す個人に対しては、通常考えら
れる呼びかけやチラシ等の教育的介入だけでは不
十分であるのかもしれない。

３�　クラスの友だちを大切にするための文言の作

成と暗唱のすすめ

　教師は児童・生徒に語り掛ける必要がある。「友
達をいじめてはいけない」、「友達を大切にしなさ
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い」といった言葉による伝達を、毎日、授業開始
時に児童・生徒に対して語り掛け、教師も一緒に
唱えることは必要である。
　いじめ防止のための暗唱にあたっては、かつて
NHK『八重の桜』で放送された会津藩の『什〔ジュ
ウ〕の掟』が参考になるだろう。末尾の「ならぬ
ことは、ならぬものです」は、よく知られている。
この『什の掟』とは、会津藩士の武士階級の子弟
の教育に用いられていたもので、現在ではこの文
言をもとにした『あいづっこ宣言』がある。
　小学校社会科教科書『新編　新しい社会 ₆上』
（東京書籍2016.2.）には「江戸時代の武士の学校　
日新館～福島県会津若松市～」において『什の掟』
の写真が漢字縦書きのまま提示されていて、その
説明には「日新館への入学前に、武士としての心
構えを学ぶときの規則で、うそを言ったり、弱い
者いじめをしたりしてはいけないなど、守らなけ
ればならない七つの項目を示しています。」（p.99）
とある。
　またWEBでは『あいづっこ宣言』について「会
津若松市内の子供たちは、皆すらすらと暗唱する
ことができます。会津藩士の子供たちは、地区ご
とに『什』というグループが定められており、 6
歳から 9歳まではこの『什』に属します。基本的
に遊びも勉強も、この『什』に属します。『什の掟』
とは什の中のルールで、毎日最年長である什長が
これを唱和し、メンバーがきちんと守れているか
どうか、確認していました。」とある（http://yae-

sakura.jp/aizuhaku/column01,  2016/11/25のHP.アド
レス）（下線部は引用者による）。
　以下には、『会津藩　什の掟　日新館が教えた
七カ条』の著者中元寺〈チュウガンジ〉（2007）
のものを引用する。
・ ₁　年長者の言うことに背いてはなりませぬ
・ 2　年長者にはお辞儀をしなければなりませぬ
・ ₃　虚言（うそ）を言うことはなりませぬ
・ ₄　卑怯な振舞いをしてはなりませぬ
・ ₅　弱い者をいぢめてはなりませぬ
・ ₆　戸外で物を食べてはなりませぬ
・ ₇　戸外で婦人と言葉を交えてはなりませぬ

　　　 「ならぬことは、ならぬものです」（中元寺　
2007　pp.18-19）

　

　小西（2008）による『あいづっこ宣言』は次の
通りである（注 ₁）。
・ ₁　人をいたわります。
・ 2　ありがとう　ごめんなさいを言います。
・ ₃　がまんをします。
・ ₄　卑怯なふるまいをしません。
・ ₅　会津を誇り年上を敬います。
・ ₆　夢に向かってがんばります
　やってはならぬ
　　　　やらねばならぬ
　ならぬことは
　　　　ならぬものです

　補足ながら、この『什の掟』については、さま
ざまな立場から引用使用されている。
　末尾の「ならぬことはならぬものです」につい
て、藤原（2005）はその著『国家の品格』の中の「『論
理』だけでは世界が破綻する」において、「要す
るにこれは『問答無用』『いけないことは行けな
い』と言っている。これが最も重要です。すべて
を論理で説明しようとすることは出来ない。だか
らこそ、『ならぬことはならぬものです』と、価
値観を押しつけたのです。」と述べ、「重要なこと
は押しつけよ　本当に重要なことは、親や教師が
幼いうちから押しつけないといけません。」（藤原　
2005　pp.48-49）と続けている。
　投資会社で働く、ぐっちーさん（2013.6.24　
AERA, p.68）は東南アジアに来て「当の日本では、
グローバリゼーションを単なる言語の問題としか
考えていない役人が、小学生に英語を教える、な
ど妙な方向に教育プログラムを変えようとしてい
ます。求められているのは流暢な英語でもなけれ
ば、外国人流のあいさつの仕方でもない。日本人
らしさ、つまりどれだけ礼節を重んじるか、だと
いうことがどうしてわからないのでしょうか。」
と「英語ではなく『什の掟』を」強調している。
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４�　チラシの掲示ばかりでなく、５分程度の１日

１回のチラシ文言の暗唱のすすめ

　スローガンの教室内での掲示や児童生徒や保護
者への配付ばかりでなく、朝の会などに、必ず毎
日 ₁回は、教師と児童生徒によって一緒に、口に
出して暗唱することが有効ではないだろうか。学
習科学の分野では、記憶の想起がその記憶の定
着を促すことが頑健に示されているからである
（testing effect. e.g., Bangert-Drowns, Kulik, & Kulik, 

1991; for a review, Roediger & Karpicke, 2006）。そ
の際、時々は、難しい語句の解説を教師がするこ
とも必要であろう。

５　暗唱する文言の作成

　暗唱文の作成にあたって参照したいのが、中
野・小笠編著（1996）『ハンドブック子どもの権
利宣言』第 2章の「教室の中の人権宣言」におけ
る説明である。少々長いが大変重要な箇所なので
以下にそのまま引用する。

　「十数年も前のことですが、私の親しい友人が
アメリカのある小学校を訪問したとき、教室の壁
に次のような文章がかかげられていた、といって
日本語に訳して教えてくれました。

『私はこの教室の中で楽しく過ごし、思いやりの

心をもって処遇される権利をもっています。この

ことは、だれも私のことをあざ笑ったり、私の心

を傷つけたりしないことを意味します。

　私はこの教室では私自身が認められる権利を

もっています。このことは、だれも私を、黒人か

白人か、太っているかやせているか、背が高いか

低いか、男か女か、というような理由で、公平を

欠く取り扱いをしない、ということを意味します。

　私はこの教室の中で安全でいる権利をもってい

ます。それは、だれも私をたたき、蹴り、押し、

つねり、あるいはけがをさせるようなことはしな

い、ということを意味します。』

　人間はだれでも、かけがえのないねうちをもっ

て生まれてきているはずです。にもかかわらず、
人間の社会には人種とか皮膚の色とか男女の性の
ちがいなどによる差別がなくなっていません。そ
れは現在の私たちの生活についてもいえるはずで
す。アメリカの教室にかかげてあった人権宣言も、
そのことを物語っています。アメリカの歴史では、
人種差別をなくすための闘争の歴史が一つの太い
すじになってきていることは、みなさんもよくご
存じのことでしょう。日本では「日本人は単一民
族だから…」という論理がいまでも平然と人びと
の口から出ることがありますが、それはまちがい
です。たとえば、アイヌ民族の人たちがいますし、
在日外国人の人びとも多数、日本に生活していま
す。ですから、差別の禁止を求めた第二条の内容
は、私たち自身の問題として受けとめられなけれ
ばなりません。」
（中野光・小笠毅編著　1996　ハンドブック子ど
もの権利条約　岩波書店　pp.22-23.）

少しだけ修正した文言の例（下線部が修正箇所）
『私はこの教室の中で楽しく過ごし、思いやりの
心をもって処遇される権利をもっています。この
ことは、だれも私のことをあざ笑ったり、私の心
を傷つけたりしないことを意味します。
　私はこの教室では私自身が認められる権利を
もっています。このことは、だれも私を、太って
いるかやせているか、背が高いか低いか、皮膚の
色が黒いか白いか、髪の毛が茶髪か、ちぢれてい
るか、男か女か、外国人か日本人か、金持ちか貧
乏人か、というような理由で、公平を欠く取り扱
いをしない、ということを意味します。
　私はこの教室の中で安全でいる権利をもってい
ます。それは、だれも私をたたき、蹴り、押し、
つねり、あるいはけがをさせるようなことはしな
い、ということを意味します。』
　このように修正文言を、教師がクラスの児童生
徒と一緒になって協力して作成することが望まれ
る。アクティブラーニングの課題として取り上げ
てはどうだろうか。
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６　人権教育について

　人権教育について、わが国の『人権教育の指導
方法等の在り方について［第三次とりまとめ］』
がある（注 2）。その中で、人権教育の目的を達
成するためには、まず、人権や人権擁護に関する
基本的な知識を確実に学び、その内容と意義につ
いての知的理解を徹底し、深化することが必要と
なる、と冒頭で述べられている。さらに人権が持
つ価値や重要性を直感的に感受し、それを共感的
に受けとめるような感性や感覚、すなわち人権感
覚を育成することが併せて必要となる、という。
　続いて「さらに、こうした知的理解と人権感覚
を基盤として、自分と他者との人権擁護を実践し
ようとする意識、意欲や態度を向上させること、
そしてその意欲や態度を実際の行為に結びつける
実践力や行動力を育成することが求められる。」
としている。単なる知識としの理解に留まるので
はなく、実践行為としての行動が求められている
のであるが、本稿では、行動への出発点である知
的理解こそが第一に求められることを強調した
い。
　こうした冒頭の考え方は、「 2　学校における
人権教育」の「（ 2）学校における人権教育の取
組の視点」において、「［自分の大切さとともに他
の人の大切さを認めること］ができるために必要
な人権感覚は、児童生徒に繰り返し言葉で説明す
るだけで身に付くものではない。」と続いている。
つまり、言葉で説明するばかりではなく、教室の
中で児童生徒が大切にされていることを実感で
き、自他ともに大切にすることの実践行動にまで
高めなければならないことが強調されているので
ある。
　本稿では、上記の知的理解にかかわり、人権を
大切にする文言を提案する。その文言は毎日、教
室において児童生徒とともに教師も一緒に唱える
のにふさわしいものであることを提案する。先に
述べた脳の前部帯状回の機能低下によって、犯罪
に及ぶ可能性があるとすれば、犯罪防止のために
は、前部帯状回の機能回復、つまり、前部帯状回
の活性化が最善であると考えるからである。その

一つの方法が、言葉による反復暗唱であると捉え
るからである。上記の「児童生徒に繰り返し言葉
で説明するだけで身に付くものではない。」と捉
えるのではなく、これこそが知的理解の第一歩で
あると捉えるためである。
　戦前における『教育勅語』の暗唱が児童生徒に
天皇のために命を投げ出す教育につながったとす
る立場から、このような暗唱行為に反対する人々
が出ることは、容易に想像されるのである。しか
し、こと、人権尊重の考えは、わたしたち人間が
生き残る方向を示している点において、戦前の『教
育勅語』の暗唱とは正反対の方向として区別され
るものとなるであろう。

７　文言作成にあたっての留意事項

（1）児童生徒と教師が協力して作成する

　教室の人権宣言の文言の作成に当たっては、国
や教師側が作成して児童生徒に示すのではなく、
教師と児童生徒が一緒になって協力して作成する
ことが必要である。
　作成に関わり、中元寺（2007）「最終章『什の掟』
に学ぶいじめへの対策」が参考となろう。
　中元寺は最終章において「什の掟」から学ぶこ
ととして、あえて「掟」の部分をやわらげ、指導
するための「教え」として現代流にまとめると、
次のようになると述べている。
・①目上の人の言うことに従いなさい
・②礼儀正しく振る舞いなさい
・③約束を守り信頼されるようになりなさい
・④人として正しい行いをしなさい
・⑤他人への思いやりを忘れてはいけません
・⑥気品を持って行動しなさい
・⑦ 目標に向けて、けじめのある生活を送りなさ
い

　以下はこれらに続く説明を引用する。暗唱文を
作る際の参考となるからである。
「戦後、民主主義を普及させるため、個人の権利
や意思を尊重した教育が実施されてきましたが、
そこには、長いあいだ人間の生きる目的として掲
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げられてきた、人のために尽くすという精神は入
れられていませんでした。そのため、いまになっ
て道徳教育を正式な教科に戻すべきであるという
声が多くなっています。現行の教育制度下では、
明らかに道徳教育は欠けています。だからといっ
て、『什の掟』をこうして形を変え、あるいは道
徳そのものを科目として導入しただけでは、不十
分でしょう。どういった形で行動として子供たち
のなかに浸透させていくかが問題なのです。それ
には、教育制度自体の変革や子供を取り巻く社会
の理解や協力が必要となってきます。
　『什』においては、『お話の什』で什長が条文を
唱え、それをほかの子弟が拝聴しながら内容を噛
みしめ、それぞれの行動に反映させ、制裁を与え
ることでより効果的なものにしていました。理屈
で理解するのではなく体得させていたのです。し
かも自主的な活動のなかでお互いが規則と罰則を
共有するといった形で。さらには、大人社会への
連携も自然な形で行われていました。決して大人
から一方通行で教え込まれるものではなかったの
です。
　『什の掟』は、武士の心得を説いたものであり、
人間としての生き方を説いたものです。その意味
では、これを子供の教育に取り入れる前に、まず
はその内容について、子供を教育する大人自身が
もう一度自分に向けて確認すべきなのかもしれま
せん。」（中元寺　2007　pp.108-109）（下線部は
引用者による）
　子どもばかりではなく、指導的立場にある大人
の教師自身が児童生徒の人権を守るということの
自覚が第一に求められている。
　次に、宣言のための文言の作成に当たっては、
教師が児童生徒と共に、一緒になって作成するこ
とが必要になる。作成に当たって、人権を守ると
はどのようなことなのかの意味を教師も児童生徒
も一緒になって考えることに繋がるからである。

（2�）「あなたメッセージ」ではなく「わたしメッ

セージ」の表現をする

　次に重要なことは、自分達で教師も児童生徒も

作成することを通して、自分達の言葉で表現でき
たということが大切なのである。前述した横浜市
の呼びかけにも見られる通り、いわゆる教師目線、
上から目線で「～してください」「～やめさせて
ください」という教師から児童生徒への、あるい
は教師から保護者への「あなたは～しなければな
りません」といった「あなたメッセージ」になっ
ていることに注意して欲しいのです。
　それに対して、前述した「教室の中の人権宣言」
では、私を主語にした「私はこの教室では私自身
が認められる権利を持っています」の通り、「わ
たしメッセージ」になっていることに注意して欲
しいのです（注 ₃）。

（3）振返りの実践

　最後に、宣言文の内容を守っているかどうかを、
朝の会やHRの時間に、教師も児童生徒も一緒に
なって時々は振返ってみてはどうでしょうか。

（4）対象児童生徒の学年

　中学生や高校生を対象にして、宣言文の作成や
暗唱を開始しても、聞く耳を持たないかもしれま
せん。会津藩武士階級の子弟を対象にしたのと同
じように、『什の掟』の暗唱実践に対しては、小
学校 ₄年生あたりまでではないでしょうか。そこ
での学びは将来の人権を守るということに必ずや
繋がるものと思われます。
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【注】

（注 ₁）福島県のいじめ件数と会津若松市内のい
じめ件数が全国的に見て少ない。
　福島県のいじめ件数は、文科省（平成25年度）
の都道府県別いじめの認知件数等（国公私立）を
見ると、1000人当たりの認知件数において、低い
県から ₃番目に位置する。つまり、最も低い佐賀
県（2.8件）、埼玉県（4.0）に次いで ₃番目が福島
県（4.1）である。また、会津若松市内のいじめ
件数もネット資料から低いことが分かる。『あい
づっこ宣言』がいじめ件数の減少に関連している
とは直ちにいえないが、解明には今後の調査が必
要であろう。

（注 2）文科省WEBならびに抄録については協
同出版『2017年度版必携教職六法』「人権教育・
啓発に関する基本計画〔抄〕」（pp.714-715）、「人
権教育の指導方法等の在り方について［第三次と
りまとめ］〔抄〕（pp.716-722）を参照した。

（注 ₃）「あなたメッセージ」「わたしメッセージ」
については次の文献に詳しい。
近藤千恵　1993　「教師学」心の絆をつくる教育：
教師のための人間関係講座　親業訓練協会、　
　教師が「あなたメッセージ」を「わたしメッセー
ジ」に変換することは、価値観の転換を伴うので、
その変換は極めて難しいことが予想されます。こ
の点については、苅間澤勇人（1997）「学級通信
記事における教師メッセージの研究： 2種類の
メッセージの提示を通して」（教育メディア研究 , 

3, pp.43-52）を参照して欲しい。


